
※申込の際には、下記の添付が必要です



Ｑ１:申込からクーポンが使えるようになるまでの期間はどのくらいですか?
Ａ１:申込後、約３～４週間程度でクーポンが使えるようになります

※申込状況によっては、通常よりお時間を要する場合があります。また、４月～５月中は申込が集中するため、時間を要します。

Ｑ２:令和７年度のまなびクーポンを利用しましたが、令和８年度も申込は必要ですか?
Ａ２:まなびクーポンは年度ごとに交付しておりますので、令和７年度ご利用になった方も改めて申込が必要です

Ｑ３:令和７年度の就学援助の認定を受けておらず、令和８年度の就学援助申請をしています。いつから申込できますか?
Ａ３:「就学援助認定通知書」が届いてから、申込をお願いいたします

Ｑ４:令和７年度の就学援助の認定を受けており、令和８年度も就学援助申請をしています。いつから申込できますか?
Ａ４:４月から申込できます

Ｑ１:いつからいつまでの塾代（受講費等）にクーポンは使えますか?
Ａ１:令和８年４月～令和９年３月分までの塾代（受講費等）としてご利用できます（※電子クーポンの支払処理は2月28日まで）

Ｑ２:クーポンの利用は月額制ですか?まとめて使うこともできますか?
Ａ２:クーポン提供額（年額）を一括で交付しますので、下記のような多様な利用が可能です

毎月の月謝代等として利用する
（夏季・冬季）集中講座等の代金として利用する
（クーポン利用対象期間内の）費用をまとめて利用する（※教室側との合意が必要です）
（クーポン提供額の範囲で）複数の教室を利用する など

Ｑ３:通いたい塾の受講費等が高く、クーポン提供額を超える場合はどうなりますか?
Ａ３:クーポン提供額を超えた分の費用は、自己負担となります

Ｑ４:既に支払済みの受講費をクーポンで充当することはできますか?
Ａ４:学習塾によって取扱いが異なりますので、学習塾側と直接ご確認をお願いします

Ｑ５:クーポンをきょうだいで利用することはできますか?
Ａ５:クーポンは対象児童生徒１人ごとに交付・利用となりますので、きょうだいで利用することは認めておりません

Ｑ６:クーポンの交付後、利用見込みがない（利用辞退する）場合や、申込内容に変更がある場合どうしたらいいですか?
Ａ６:オンラインまたは書面での届出をお願いします（オンラインでの届出フォーム→ ）

Ｑ７:クーポンで使える範囲を教えてください
Ａ７:クーポンでご利用いただける対象サービスは、下記の表のとおりになります


